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平成 29 年度のポイント対象活動（二次募集）を紹介します

■問い合わせ：市民協働課市民協働推進グループ☎内線 438

平成29年度のポイント対象活動（二次募集）を紹介します平成29年度のポイント対象活動（二次募集）を紹介します

　まちづくりポイント制度では、市が指定する市民活動（環境美化活動、防犯活動、防災活動、
各種講座・講演会など）へ協力、または参加する市民の皆さんへ、ポイントシールを配布します。
集めたポイントシールを手帳に貼りためると、その枚数に応じて市の施設の利用券やオリジナ
ルグッズ、まいりゅうグッズと交換することができます。さらに、あらかじめ登録された市民

団体へポイントシールを寄付することで、団体の活動支援としても利用できます。
　ポイントシールはさまざまな活動を組み合わせて集めることができます。活動には次の種類があります。

　５月に二次募集を行い、審査の結果、次のとおり決定し
ました。市民団体主催の活動は、協力者のみシールが交付
されます。ただし、防犯・防災活動（例：防犯講習会、地
域防災訓練など）は参加者も交付対象になります。

①協力者…労力や能力を提供する人（講座
などの講師や運営に協力してくれる人）
②参加者…講演会や講座などに参加する人

No 団体名 活動名・イベント名 内容

１ つくしんぼの会 高齢者ふれあい給食交流会
松葉コミュニティセンターで高齢者を対象と
した給食交流会を開催

２ 原水爆禁止龍ケ崎協議会
核兵器をなくすための啓発
活動

核兵器の廃絶を求める署名活動や、平和大行
進への参加などの啓発活動

３ 松葉長寿会
松葉小学校区内の道路・公
園の清掃

松葉地区内のごみ拾いや草取りなどの美化活動

４
申請があった住民自治組織

（区・自治会など）および
中核的な地域コミュニティ

住民自治組織および中核的
な地域コミュニティによる
環境美化・防災・防犯活動

公園などの除草活動、防災訓練、防犯講習会
の実施
＊各団体の申請により対象活動を決定しています

　まちづくりポイント制度では、ためたポイントシールをあらかじめ登録された市民団体へ寄付することで、
団体の活動支援を行うことができます。寄付されたポイントシールの枚数に 50 円を乗じた金額を、市が市
民団体へ「市民団体活動推進奨励金（以下奨励金）」として支給し、市民団体の活動に役立てられます。５
月に登録団体を募集し審査の結果、次のとおり決定しました。

★は平成 29 年度新規に登録となった団体

No 団体名 寄附を受けたい主な活動
１ 小貝川・花とふれあいの輪 小貝川堤・排水機場近くの花畑整備
２ 公園の里親のぼさんクラブ 北竜台公園・小柴第１児童公園の清掃、除草活動

No 団体名 寄附を受けたい主な活動
３ 野原町あけぼの会 野原町内の道路・公園などの空き缶やゴミ拾い
４ 龍ケ崎の水辺を親しむ会 江川（佐貫・協和橋付近）とその周辺の清掃、除草活動

５ 特定非営利活動法人　一
い ち え

会 障がい者の通所施設を開放し、地域住民との交流の場「サロン　
いちえ」を実施

６ 特定非営利活動法人
茨城県南生活者ネット

龍ケ崎コミュニケーションハウスの運営（市民塾・インターネッ
トテレビ放送など）

７ 龍ケ崎日本語ボランティア「フレンド」市内および近隣在住の外国人・児童への日本語の指導、日常生
活の援助

8 えのき会 市民交流プラザ周辺の清掃および花壇整備
９ NPO 法人　ビーンズ 重度障がい者の生活支援を行う「生活介護事業所リーフ」の運営
10 松葉小サポータークラブ 松葉小学校で子ども達の学習・環境整備などの支援を行う活動

11 ★龍ケ崎市シルバーリハビリ体操指導
士会 いきいきヘルス体操を通じた介護予防支援活動

12 原水爆禁止龍ケ崎協議会 核兵器の廃絶を求める啓発活動
13 出し山龍山クラブ長寿会 出し山第 1・第 2 児童公園の除草および大正堀内のゴミ拾い
14 白羽長寿会 白羽地区内の清掃活動、小中学生の見守り防犯活動
15 中佐貫自治会 佐貫西公園・沖田堀の清掃や防犯パトロール
16 出し山町町内会 出し山第 1・第 2 児童公園の除草活動
17 白羽一区自治会 白羽一区（１・３丁目）内の清掃活動、防災活動
18 佐貫２丁目自治会 佐貫２丁目内の公園・遊歩道の清掃活動、防犯活動

19 龍ケ崎ニュータウン
タウンハウス　小柴４丁目２番自治会

住民が企画する文化・レクリエーション活動、防災防犯活動、
清掃活動

20 白羽２区自治会 白羽２区内の清掃活動、防災活動など
21 ★上羽原区 上羽原区内の道路脇の草刈りや清掃活動、防災訓練
22 ★川原代町道仙田区 市内一斉清掃やその他環境美化活動
23 ★久保台小学校区わくわく協議会 環境美化・防犯防災・住民の健康増進や福祉にかかる活動
24 川原代ふれあい協議会 佐貫停車場線沿いの花いっぱい活動、防犯パトロール
25 長山地域コミュニティ協議会 長山小学校区内の環境整備、防犯パトロールなど
26 八原まちづくり協議会 子どもの健全育成、防犯防災などの地域コミュニティ活動

27 龍ケ崎地域コミュニティ協議会 龍ケ崎地区の安心・安全なまちづくりのための活動（防犯パト
ロール、防災訓練など）

28 城ノ内コミュニティ協議会 城ノ内地区内の除草活動、防災活動

一次募集分の対象活動は、『りゅうほー』５月号後半号または市公式ホームページをご覧ください

まちづくりポイント制度

市民団体が主催する活動

ポイントシール寄付受領登録団体を紹介します

ポイントシールを寄付したいけど、どうすればいいの？

①市が関わる活動

（主に講演会や講座など）

　対象の講座・講演会などは、
『りゅうほー』後半号に掲載
します。

②市民団体（住民自治組織・中核的な地域コミュニティ、

NPO 法人、ボランティア団体）が主催する活動

　住民自治組織（区や自治会など）・中核的な地域コミュニ
ティは、環境美化・防犯・防災活動のみを対象としています。
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　登録団体の中から自分の応援したい団体へ、以下の①②
いずれかの方法で寄付します。
　今年度分の寄付の受け付けは平成30年３月まで！

❶市民団体へポイントシールを貼ったポイント手帳を渡す

❷市民協働課へポイントシールを貼った手帳を届け出る

登録された
市民団体

ポイントシール❷

❶ 
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ポイントシール❶

市民協働課

ポイントシールを
ためている市民❶と❷を合算して、奨励金を支給します

寄付はシール 10 枚からの受け付けです！


